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国際平和協力室 

１． 目的 

 平和構築の現場で役立ち得る専門知識を有する元公務員や民間のシニア専門

家に対し、必要な研修を実施した上で平和構築の現場へ派遣する。 

 

２． コース概要（日本人１０名、アジア人１０名） 

（１）国内研修（未定なるも本年秋から冬頃の予定） 

（イ）英語研修（１．５ヶ月）（日本人の希望者のみ対象） 

○ 平和構築の現場で必要な実践的英語力の習得。 

 

（ロ）一般研修（１．５ヶ月）（英語研修に引き続き実施） 

○ 平和構築の現場で活躍するために必要な実践的知識（平和構築総論、ＤＤ

Ｒ（武装解除、動員解除、社会復帰）、ＳＳＲ（治安部門改革）、安全対策

等）の習得。 

○ 海外の平和構築人材育成機関（カナダのピアソンセンター等）や国際機関

等との連携（共同ワークショップの開催等）。 

○ アジア諸国からの研修員とともに受講することにより、現場での活躍に先

立つ国際感覚の養成。 

 

（２）海外派遣（日本人のみ対象） 

（未定なるも本年秋から冬頃から原則として１年間、最長２年間の予定） 

○ 国内研修終了後、国連ボランティア（注１）として、平和構築に関わる国際

機関等（注２）に派遣。 

○ 業務内容は派遣先機関・地域により様々。 

（注１） 国連ボランティアは、国連の一機関である国連ボランティア計画（ＵＮＶ）

により、世界各地の国際機関やＰＫＯミッション等に派遣され、ボランテ

ィア精神に基づき、平和構築や開発支援に従事。派遣期間中に支給される

手当てについては以下４．（２）参照。 

（注２） ＮＧＯへの派遣については調整中。 

    

３． 研修員の募集 

（１）募集時期 

  平成２１年６月頃（予定） 

 



（２）主な応募資格 

 （イ）平和構築に関連する諸分野（後方支援、航空、輸送、補給、法律、警

察、行政、保健・医療、メディア等を含む広範な分野）で一定以上（少

なくとも５年以上）の実務経験を有する者で、今後平和構築支援のた

めに活躍する強い意志を有する者（年齢は４０～６９歳が目安）。 

 （ロ）英語での研修の参加に支障のない英語力を有する者。 

 （ハ）選考方法 

① 書類選考（平和構築関連諸分野での実績と今後の当分野での活動に

対する意欲）、②面接審査（英語で実施）及び③プレマッチング（下

記（ニ）参照）を予定。 

 （ニ）プレマッチング 

    書類選考及び面接審査を通過した者については、速やかに海外派遣に

向け受入先機関とのプレマッチングを開始し、受入先機関とのプレマッ

チングが成立した者のみが、合格者として国内研修への参加及び海外派

遣の資格を得る。 

 

４． 研修中の手当 

（１）国内研修（英語研修及び一般研修） 

（イ）国内研修期間中は研修手当（約３５万/月）を支給。 

（ロ）宿泊費及び国内移動費は事業実施団体が負担。 

（２）海外派遣 

ＵＮＶより、平和構築の現場での生活に最低限必要な手当として、①

着任手当、②生活手当、③住居手当、④保険、⑤移動費、⑥危険地手

当、⑦住居の安全対策に係る費用等が支給される。 

 

５． 海外派遣終了後 

○ 人材データベース（ロスター）に登録し、要請に応じ平和構築の現場（Ｐ

ＫＯミッション、国際機関、ＮＧＯ等）に派遣。 

○ 国内研修において国際機関等への就職に必要なスキル（履歴書作成、面接

技術等）を指導。 

○ 適切な人材については、外務省として国際機関、ＰＫＯミッション等への

就職を支援。                          

 

※ 今後、事業委託先決定後、事業委託先との協議により変更されることがあ

ります。  

 

（了） 


